
総社市告示第１９号 

 

総社市地域公共交通会議設置要綱（平成１９年総社市告示第１３号）の一部を次のように改正する。 

 

令和６年３月２１日 

 

総社市長 片 岡 聡 一 

 

次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分（以下「改正部分」という。）に対応する同表の改正後の欄中下線が引かれた部分（以下「改正後部分」という。）

が存在する場合には，当該改正部分を当該改正後部分に改め，改正部分に対応する改正後部分が存在しない場合には，当該改正部分を削る。 

 

改 正 後 改 正 前 

 

（協議事項） 

第２条 交通会議は，次に掲げる事項を協議するものとする。 

(１) 地域の実情に応じた適切な乗合旅客運送の態様に関する事項 

 

(２) 略 

(３) 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律第５条第１項に規定す

る地域公共交通計画に関する事項 

(４)及び(５) 略 

 

 

（協議事項） 

第２条 交通会議は，次に掲げる事項を協議するものとする。 

(１) 地域の実情に応じた適切な乗合旅客運送の態様，運賃及び料金等に関

する事項 

(２) 略 

(３) 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律第５条第１項に規定す

る地域公共交通網形成計画に関する事項 

(４)及び(５) 略 

 

 

附 則 

この告示は，公布の日から施行する。 


